
札幌市市民まちづくり活動促進助成金新型コロナウイルス感染症対策市民活動助成事業交付要綱（令和２年５月２０日市民文化局長決裁）

旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

（助成金の交付の申請） 

第６条 助成金の交付を申請しようとする団体（以下「申請団体」とい

う。）は、市長に対し、その定める期日までに、次の各号に掲げる書類

を提出しなければならない。 

(1) 助成金交付申請書（様式１） 

(2) 事業計画書（様式２） 

(3) 収支計画書（様式３） 

(4) その他、市長が必要と認めた書類 

 ２～３ （省略） 

（助成金の交付決定） 

第７条 

１～５ （省略） 

（助成事業の変更） 

第８条 助成金の交付決定を受けた団体（以下「助成団体」という。）

は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ助成金

交付変更等申請書（様式６）を市長に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

（助成金の交付の申請） 

第６条 助成金の交付を申請しようとする団体（以下「申請団体」とい

う。）は、市長に対し、その定める期日までに、次の各号に掲げる書

類を提出しなければならない。 

(1) 助成金交付申請書（様式１） 

(2) 事業計画書（様式２） 

(3) 収支計画書（様式３） 

(4) 団体概要書（登録要綱様式２） 

(5) 10 名以上の構成員の名簿（氏名、住所が記載されているもの）

(6) その他、市長が必要と認めた書類 

２～３ （現行のとおり） 

４ 第１項の各号の様式により難いときは、この様式に準じた別の

様式を使用することができる。 

（助成金の交付決定） 

第７条 

１～５ （省略） 

６ 助成金の交付決定を受けた団体（以下「助成団体」という。）は、

事業実施にあたり、当該助成を受けていることを明示しなければな

らない。ただし、事業の性質上、明示できないことがやむを得ないと

認められる場合は、この限りでない。 

（助成事業の変更） 

第８条 助成団体は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あ

らかじめ助成金交付変更等申請書（様式６）を市長に提出し、その承

認を受けなければならない。 

(1) 助成事業の内容を変更するとき 

申請時の提
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加 
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の追加 

第７条改正
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旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

(1) 助成事業の内容を変更するとき 

(2) 助成事業を中止、または廃止するとき 

(3) 助成事業が予定期間内に完了しないとき 

 ２～３ （省略） 

（事業報告書）

第 11条 
 １～２ （省略） 

（助成金の額の確定）

第 12条 （省略） 

（概算額の交付及び精算） 

第 14 条 前条の規定にかかわらず、助成団体から申出があった場合に

は、事前に概算額を交付するものとする。 

（委任） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事

(2) 助成事業を中止、または廃止するとき 

(3) 助成事業が予定期間内に完了しないとき 

 ２～３ （現行のとおり） 

 ４ 第１項の様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使

用することができる。 

（事業報告書） 

第 11 条 

 １～２ （現行のとおり） 

 ３ 第１項の各号の様式により難いときは、この様式に準じた別の様

式を使用することができる。 

（助成金の額の確定）

第 12条 （省略）
２ 交付額の確定にあたり、助成対象事業の決算に係る事業費から、そ

の事業に関する収入の決算額を控除した額が、交付決定額もしくは

助成対象事業費のいずれか低い額に満たないときは、その満たない

額を減額する。 

（概算額の交付及び精算） 

第 14 条 前条の規定にかかわらず、助成団体から申出があった場合に

は、事前に概算額を交付するものとする。 

２ 前項の規定により、概算額の交付を受けた助成団体は、助成金額確

定通知書による通知を受けた日から起算して５日以内又は年度末のい

ずれか早い日までに、精算するものとする。 

（委任） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事

加 
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旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年５月２０日から施行する。 

  附 則（令和４年２月３日 市民文化局長決裁） 

  第１条 この要綱は、令和４年２月３日から施行し、改正後の第５条

第２項の規定は、令和２年５月 20日から適用する。 

  第２条 第４条第１項第８号及び第７条第１項ただし書中「ほか、公

開による事業説明会を行わず、提出された書類により促進テーブル

の審査を経て、助成金の交付先、額等を決定できるものとする。」

の規定は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和５年３

月 31日限り、その効力を失う。 

項は、市民文化局長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年５月２０日から施行する。 

  附 則（令和４年２月３日 市民文化局長決裁） 

  第１条 この要綱は、令和４年２月３日から施行し、改正後の第５条

第２項の規定は、令和２年５月 20日から適用する。 

  第２条 第４条第１項第８号及び第７条第１項ただし書中「ほか、公

開による事業説明会を行わず、提出された書類により促進テーブ

ルの審査を経て、助成金の交付先、額等を決定できるものとする。」

の規定は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和５年３

月 31日限り、その効力を失う。 

附 則（令和５年２月２日市民文化局長決裁） 

第１条 この要綱は、令和５年２月 13日から施行する。 

  第２条 第４条第１項第８号及び第７条第１項ただし書中「ほか、公

開による事業説明会を行わず、提出された書類により促進テーブ

ルの審査を経て、助成金の交付先、額等を決定できるものとする。」

の規定は、令和４年２月３日市民文化局長決裁の附則で定める令

和５年３月 31日限りでなく、令和５年４月１日以降も適用する。

  第３条 改正後の様式は、令和５年４月１日以降に交付決定する事

業に適用する。 
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旧（現 行） 新（改正後） 摘 要
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旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

関係書類を
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止 



旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

助成事業で

あることの

明示に係る

記載欄の追

加 

様式に関す

る規定の補

記 



旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

様式に関す

る規定の補

記 



旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

内訳欄及び

様式に関す

る規定の補

記 



旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

押印欄の削

除 

様式に関す

る規定の補

記 



旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

助成対象事

業費総額の

削除 



旧（現 行） 新（改正後） 摘 要
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旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

押印欄の削

除 



旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

様式に関す

る規定の補

記 



旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

助成対象事

業費総額の

削除 



旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

助成事業で

あることの

明示を助成

条件に追加 



旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

押印欄の廃

止 

様式に関す

る規定の補

記 



旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

助成事業で

あることの

明示にかか

る記載欄の

追加 

様式に関す

る規定の補

記 



旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

様式に関す

る規定の補

記 



旧（現 行） 新（改正後） 摘 要

様式に関す

る規定の補

記 



旧（現 行） 新（改正後） 摘 要
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